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              ２月の行事 

 

    

九州地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地方産業の振興に寄与することを目

的とし、九州で優秀な発明、考案又は意匠を完成された方々、発明等の実施化に尽力された方々、発

明等の指導育成に貢献された方々を表彰する「九州地方発明表彰」の募集を行います。 

■表   彰 ①発明等に関する表彰（特別賞（文部科学大臣賞・特許庁長官賞・中小企業庁長 

官賞・経済産業局長賞・発明協会会長賞・日本弁理士会会長賞・知事賞）及び 

発明奨励賞 

          ②実施に関する表彰（実施功績賞） 

          ③発明奨励に関する表彰（奨励功労賞） 

■応募期間 令和４年２月１日（火）～３月３１日木）必着 

■表 彰 式  令和４年１０月～１１月頃に佐賀県にて行います   

■応募先・問い合わせ先    （一社）鹿児島県発明協会（鹿児島市名山町 9-1） 

TEL：099-295-0171 Mail：iinfo@kagoshima-jiii.or.jp 

  ※応募に関する詳細は下記の(公社)発明協会サイトに掲載しております。 

   （http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/chihatsu.html） 

 

 

 工業技術センターでは、各種の試験、検査、分析、測定あるいは加工等を行う整備を利用（有料）でき

ます。このたび 2022 年 4 月より、「電波暗室」が新規整備されます。製品品質向上等のため、センター

の機器及び設備をご利用を希望される方は工業技術センターまで相談ください。 

 

■問い合わせ先 

鹿児島県工業技術センター（鹿児島県霧島市隼人町小田 1445-1） 

  TEL:0995-43-5111 FAX：0995-64-2111 

  ホームページ https://www.kagoshima-it.go.jp/ 

 
                     

                       (公社)鹿児島県工業倶楽部 

鹿児島市名山町 9-1  県産業会館内 

                                TEL 099-225-8012  FAX 099-225-8020  

                                E-mail： i n f o @ i k i c . o r . j p                
   

 

日 曜 時間 行 事 内 容 場  所 

18 金 
10時～

18 時 

かごしまデザインフェア 2022 デザイン百覧会 

(2/18（金）～2/20（日））※最終日は 16 時まで 
中  止 

21 月 14：00 

※ 鹿児島商工会議所開催セミナー 

「DX による未来の創造～デザイン思考拡張に

よるコト創りへの挑戦～」 

同会議所 14F 会議室 

※問い合わせ・お申

し込みは商工会議所

まで(099-225-9511) 

経済産業省から、コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するため、中小法人・個人事業

者を対象とした「事業復活支援金」のご案内が届いております。詳細については、【経済産業省 事

業復活支援金】サイトをご覧ください。 

 

１ 申請期間 2022 年 1 月 31 日（月）～5 月 31 日（火） 

 

２ 給付対象 下記の①と②を満たす中小法人・個人事業者 

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

         ②2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月（対象月）の売上高が、2018 年 11 月 

           ～2021 年 3 月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して 50％以上又は 

30％以上 50％未満減少した事業者 

       ※新型コロナウイルスの影響とは以下のいずれかによるものです。 

        (1)国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その 

         他のコロナ対策の要請 

           (2)国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・ 

          時短営業やイベント等の延期・中止 

        (3)消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行 

        (4)海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制 

        (5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少 

        (6)顧客・取引先が(1)～(5)のいずれかの影響を受けたこと 

        (7)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限 

        (8)国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ 

対策の要請 

        (9)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請 

 

３ 給 付 額  （基準期間の売上高-対象月の売上高×５か月分） 

中小法人等：上限最大２５０万円 個人事業者等：上限最大５０万円 

 

４ 問い合わせ先  事業復活支援金事務局窓口 申請者専用 相談窓口 

          TEL：０１２０－７８９－１４０（相談受付は 8：30～19：00 の間） 

          【経済産業省 事業復活支援金サイト】 

ttp://sv8.mgzn.jp/sys/rd.php?m=q99Ct17mQRoBuMFcRjq 


